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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のチャプターに区分された一連の動画の再生中にユーザから一時停止指示を受けた
ことに応じて再生を一時停止した位置に対応するフレームが表示されている間に当該フレ
ームを含むチャプターの区間を消去するための第１の指示を受け付ける第１の受付手段と
、
　前記第１の受付手段により前記第１の指示を受け付けると、前記再生を一時停止した位
置に対応するフレームを含むチャプターの区間の先頭フレームの番号と最終フレームの番
号を取得し、前記一時停止指示を受け付けたときに表示されていたフレームが前記先頭フ
レームとは異なるフレームであっても、当該先頭フレームから最終フレームまでの消去対
象であるチャプターの区間の動画を再生する再生手段と、
　前記再生手段で前記消去対象であるチャプターの区間の再生を開始した後に、前記消去
対象であるチャプターの区間の消去を実行する第２の指示または前記消去をキャンセルす
る指示を受け付ける第２の受付手段と、
　前記第２の受付手段により前記第２の指示を受け付けたことに応じて前記動画のうち前
記消去対象であるチャプターの区間を消去する消去手段と、を有し、
　前記再生手段は、前記第２の受付手段が前記第２の指示または前記キャンセルする指示
を受け付けるまで、前記消去対象であるチャプターの区間の再生を自動的に繰り返し、
　前記第１の受付手段は、動画が再生される画面上に一時停止した位置に対応するフレー
ムと共に表示されるチャプター消去ボタンに対する操作を受け付け、
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　前記チャプター消去ボタンに対する操作を受け付けたことに応じて、前記再生手段は前
記消去対象のチャプターの区間の再生を開始することを特徴とする動画処理装置。
【請求項２】
　前記第１の受付手段により前記第１の指示を受け付けたことに応じて、前記消去対象で
あるチャプターの消去を実行するか否かを確認する確認画面を表示するように制御する表
示制御手段をさらに有し、
　前記再生手段は、前記確認画面を表示した状態で前記消去対象であるチャプターの区間
を再生することを特徴とする請求項１に記載の動画処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記確認画面に前記消去対象であるチャプターの区間の消去の実
行をユーザが選択できるダイアログを表示することを特徴とする請求項２に記載の動画処
理装置。
【請求項４】
　前記消去手段によってチャプターの区間が消去されると、前記動画は、消去されたチャ
プターの前の区間の終わりと、消去されたチャプターの後の区間の先頭が結合された動画
となることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の動画処理装置。
【請求項５】
　前記再生手段が前記消去対象であるチャプターの区間を再生している間は、前記動画の
音声を発音しないことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の動画処理装
置。
【請求項６】
　動画を撮影し記録媒体に記録する動画撮影手段と、
　動画撮影時に自動的にチャプター情報を付与するチャプター情報付与手段と、をさらに
有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一項に記載の動画処理装置。
【請求項７】
　前記動画は、静止画を撮影する度に、静止画撮影直前を含む所定時間分の動画を１つの
動画ファイルに追記していくことによりできた、各静止画に対応するチャプターの区間が
連結された動画であることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか一項に記載の動画処
理装置。
【請求項８】
　前記第２の指示または前記消去をキャンセルする指示を受け付ける前であっても、前記
再生手段は、前記消去対象であるチャプターの区間の再生を所定回数だけ繰り返した後は
、所定のフレームを表示して再生を停止することを特徴とする請求項１ないし７のいずれ
か一項に記載の動画処理装置。
【請求項９】
　前記消去対象であるチャプターの区間が所定時間以上の場合は、前記再生手段は、再生
するフレームを間引いて再生することを特徴とする請求項１ないし８のいずれか一項に記
載の動画処理装置。
【請求項１０】
　前記動画処理装置は、撮像手段を有する撮像装置であることを特徴とする請求項１ない
し９のいずれか一項に記載の動画処理装置。
【請求項１１】
　複数の区間からなる一連の動画を再生する第１の再生手段と、
　動画の再生中にユーザからの一時停止指示を受け付けたことに応じて、前記第１の再生
手段により再生されている動画を一時停止し、当該一時停止した位置のフレーム画像を表
示する一時停止手段と、
　前記一時停止手段により一時停止した位置のフレーム画像が表示されている間に、ユー
ザから前記動画の再生を一時停止した位置に対応するフレーム画像を含む動画の区間を消
去するための第１の指示を受け付ける第１の受付手段と、
　前記第１の受付手段により前記第１の指示を受け付けると、前記動画の再生を一時停止
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した位置に対応するフレーム画像を含む動画の区間の先頭フレームの番号と最終フレーム
の番号を取得し、前記一時停止指示を受け付けたときに表示されていたフレーム画像が前
記先頭フレームとは異なるフレーム画像であっても、当該先頭フレームから最終フレーム
までの消去対象の区間を再生する第２の再生手段と、
　前記第２の再生手段で前記消去対象である区間の再生を開始した後に、前記消去対象の
区間の消去を実行する第２の指示または前記消去をキャンセルする指示を受け付ける第２
の受付手段と、
　前記第２の受付手段により前記第２の指示を受け付けたことに応じて前記動画のうち前
記消去対象である区間を消去する消去手段と、を有し、
　前記第１の受付手段は、動画が再生される画面上に一時停止した位置に対応するフレー
ムと共に表示される消去ボタンに対する操作を受け付け、
　前記消去ボタンに対する操作を受け付けたことに応じて、前記第２の再生手段は前記消
去対象の区間の再生を開始することを特徴とする動画処理装置。
【請求項１２】
　複数のチャプターに区分された一連の動画の再生中にユーザから一時停止指示を受けた
ことに応じて再生を一時停止した位置に対応するフレームが表示されている間に当該フレ
ームを含むチャプターの区間を消去するための第１の指示を受け付ける第１の受付工程と
、
　前記第１の受付工程により前記第１の指示を受け付けると、前記再生を一時停止した位
置に対応するフレームを含むチャプターの区間の先頭フレームの番号と最終フレームの番
号を取得し、前記一時停止指示を受け付けたときに表示されていたフレームが前記先頭フ
レームとは異なるフレームであっても、当該先頭フレームから最終フレームまでの消去対
象であるチャプターの区間の動画を再生する再生工程と、
　前記再生工程で前記消去対象であるチャプターの区間の再生を開始した後に、前記消去
対象であるチャプターの区間の消去を実行する第２の指示または前記消去をキャンセルす
る指示を受け付ける第２の受付工程と、
　前記第２の受付工程により前記第２の指示を受け付けたことに応じて前記動画のうち前
記消去対象であるチャプターの区間を消去する消去工程と、を有し、
　前記再生工程では、前記第２の受付工程において前記第２の指示または前記キャンセル
する指示を受け付けるまで、前記消去対象であるチャプターの区間の再生を自動的に繰り
返し、
　前記第１の受付工程では、動画が再生される画面上に一時停止した位置に対応するフレ
ームと共に表示されるチャプター消去ボタンに対する操作を受け付け、
　前記チャプター消去ボタンに対する操作を受け付けたことに応じて、前記再生工程では
前記消去対象のチャプターの区間の再生を開始することを特徴とする動画処理装置の制御
方法。
【請求項１３】
　複数の区間からなる一連の動画を再生する第１の再生工程と、
　動画の再生中にユーザからの一時停止指示を受け付けたことに応じて、前記第１の再生
工程により再生されている動画を一時停止し、当該一時停止した位置のフレーム画像を表
示する一時停止工程と、
　前記一時停止工程により一時停止した位置のフレーム画像が表示されている間に、ユー
ザから前記動画の再生を一時停止した位置に対応するフレーム画像を含む動画の区間を消
去するための第１の指示を受け付ける第１の受付工程と、
　前記第１の受付工程により前記第１の指示を受け付けると、前記動画の再生を一時停止
した位置に対応するフレーム画像を含む動画の区間の先頭フレームの番号と最終フレーム
の番号を取得し、前記一時停止指示を受け付けたときに表示されていたフレーム画像が前
記先頭フレームとは異なるフレーム画像であっても、当該先頭フレームから最終フレーム
までの消去対象の区間を再生する第２の再生工程と、
　前記第２の再生工程で前記消去対象である区間の再生を開始した後に、前記消去対象の
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区間の消去を実行する第２の指示または前記消去をキャンセルする指示を受け付ける第２
の受付工程と、
　前記第２の受付工程により前記第２の指示を受け付けたことに応じて前記動画のうち前
記消去対象である区間を消去する消去工程と、を有し、
　前記第１の受付工程では、動画が再生される画面上に一時停止した位置に対応するフレ
ームと共に表示される消去ボタンに対する操作を受け付け、
　前記消去ボタンに対する操作を受け付けたことに応じて、前記第２の再生工程では前記
消去対象の区間の再生を開始することを特徴とする動画処理装置の制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載された動画処理装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載された動画処理装置の各手
段として機能させるためのプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記憶媒体に記録された動画を再生し、編集する動画処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラにおいても静止画の撮影機能の向上だけでなく、動画の撮影機能
に関しても目まぐるしい進化を遂げている。通常は静止画と動画を同時に撮影することは
できないため、同じシーンにおいて静止画と動画を撮影したくても、ユーザは静止画か動
画のどちらかを選択して撮影するか、小まめに静止画撮影と動画撮影を切り換える操作が
必要であった。そこで、動画撮影中に静止画を撮影する機能や、静止画撮影と同時に撮影
直前の動画を自動記録するという機能が提案されている。さらに、静止画の撮影直前の動
画を自動記録し、それを静止画撮影のたびに前の動画に追記し、１つの動画にする機能も
実現されている。このような機能を用いて生成された動画は、１つの動画が複数のチャプ
ターに区分されているが、個々のチャプターはユーザの意図通りに記録されているとは限
らない。よって、ユーザの意図通りに記録されていない動画の一部区間を消去できるよう
にすることが求められる。
【０００３】
　特許文献１には、消去する範囲の始点と終点を指定し、指定した範囲を再生することが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１８０３４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　動画の一部区間を消去する際には、消去対象の区間がどこからどこまでかを確認してか
ら消去しないと、意図しない区間を消去してしまう恐れがある。これに対し上記特許文献
１では、消去する区間の始点と終点を指定することでその区間の確認再生を行えるが、始
点と終点を指定する操作が必要となるため、動画のチャプターを消去する際に、簡単に消
去しようとしている区間の確認を行うことができない。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、消去対象であるチャプターの区間を
簡単な操作で指定し、指定した範囲を確認しつつ消去することができる動画処理技術を実
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現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の動画処理装置は、複数のチャプタ
ーに区分された一連の動画の再生中にユーザから一時停止指示を受けたことに応じて再生
を一時停止した位置に対応するフレームが表示されている間に当該フレームを含むチャプ
ターの区間を消去するための第１の指示を受け付ける第１の受付手段と、前記第１の受付
手段により前記第１の指示を受け付けると、前記再生を一時停止した位置に対応するフレ
ームを含むチャプターの区間の先頭フレームの番号と最終フレームの番号を取得し、前記
一時停止指示を受け付けたときに表示されていたフレームが前記先頭フレームとは異なる
フレームであっても、当該先頭フレームから最終フレームまでの消去対象であるチャプタ
ーの区間の動画を再生する再生手段と、前記再生手段で前記消去対象であるチャプターの
区間の再生を開始した後に、前記消去対象であるチャプターの区間の消去を実行する第２
の指示または前記消去をキャンセルする指示を受け付ける第２の受付手段と、前記第２の
受付手段により前記第２の指示を受け付けたことに応じて前記動画のうち前記消去対象で
あるチャプターの区間を消去する消去手段と、を有し、前記再生手段は、前記第２の受付
手段が前記第２の指示または前記キャンセルする指示を受け付けるまで、前記消去対象で
あるチャプターの区間の再生を自動的に繰り返し、前記第１の受付手段は、動画が再生さ
れる画面上に一時停止した位置に対応するフレームと共に表示されるチャプター消去ボタ
ンに対する操作を受け付け、前記チャプター消去ボタンに対する操作を受け付けたことに
応じて、前記再生手段は前記消去対象のチャプターの区間の再生を開始する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、消去対象であるチャプターの区間を簡単な操作で指定し、指定した範
囲を確認しつつ消去することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る実施形態の動画処理装置の外観図。
【図２】本実施形態の動画処理装置のブロック図。
【図３】本実施形態の動画再生パネルの表示処理を示すフローチャート。
【図４】本実施形態のチャプター消去ダイアログの表示処理を示すフローチャート。
【図５】本実施形態の動画再生パネルの画面遷移を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　＜装置構成＞図１及び図２を参照して、本発明の動画処理装置を適用した実施形態の撮
像装置（本実施形態では、デジタルカメラを例に挙げる）の機能及び外観について説明す
る。
【００１２】
　図１において、表示部１０１は画像や各種情報を表示する液晶表示パネル（ＬＣＤ）等
からなる。シャッターボタン１０２は撮影指示を行うための操作部である。モード切替ス
イッチ１０３は各種モードを切り替えるための操作部である。コネクタ１０７は接続ケー
ブル１０８とデジタルカメラ１００とを接続するインターフェースである。操作部１０４
はユーザからの各種操作を受け付ける各種スイッチ、ボタン、タッチパネル等の操作部材
からなる操作部である。コントローラホイール１０６は操作部１０４に含まれる回転操作
可能な操作部材である。１０５は電源スイッチであり、電源オン、電源オフを切り替える
。記録媒体１０９はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体スロッ
ト１１０は記録媒体１０９を格納するためのスロットである。記録媒体スロット１１０に
格納された記録媒体１０９は、デジタルカメラ１００との通信が可能となる。蓋１１１は
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記録媒体スロット１１０の蓋である。
【００１３】
　図２は、本実施形態のデジタルカメラ１００の構成を例示するブロック図である。
【００１４】
　図２において、撮影レンズ２０３はズームレンズ、フォーカスレンズを含むレンズ群で
ある。シャッター２０４は絞り機能を備える。撮像部２０５は被写体の光学像を電気信号
に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ等で構成される撮像素子である。Ａ／Ｄ変換器２０６は、ア
ナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ変換器２０６は、撮像部２０５から出力さ
れるアナログ信号をデジタル信号に変換するために用いられる。バリア２０２は、デジタ
ルカメラ１００の、撮影レンズ２０３を含む撮像系を覆うことにより、撮影レンズ２０３
、シャッター２０４、撮像部２０５を含む撮像系の汚れや破損を防止する。
【００１５】
　画像処理部２０７は、Ａ／Ｄ変換器２０６からのデータ、又は、メモリ制御部２０９か
らのデータに対し所定の画素補間、縮小といったリサイズ処理や色変換処理を行う。また
、画像処理部２０７では、撮像した画像データを用いて所定の演算処理が行われ、得られ
た演算結果に基づいてシステム制御部２０１が露光制御、測距制御を行う。これにより、
ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）
処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理が行われる。画像処理部２０７では更に、撮像し
た画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式の
ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１６】
　Ａ／Ｄ変換器２０６からの出力データは、画像処理部２０７及びメモリ制御部２０９を
介して、或いは、メモリ制御部２０９を介してメモリ２１０に直接書き込まれる。メモリ
２１０は、撮像部２０５によって得られ、Ａ／Ｄ変換器２０６によりデジタルデータに変
換された画像データや、表示部１０１に表示するための画像データを格納する。メモリ２
１０は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像および音声を格納するのに十分な記憶容
量を備えている。
【００１７】
　また、メモリ２１０は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ）を兼ねている。Ｄ／Ａ変換
器２０８は、メモリ２１０に格納されている画像表示用のデータをアナログ信号に変換し
て表示部１０１に供給する。こうして、メモリ２１０に書き込まれた表示用の画像データ
はＤ／Ａ変換器２０８を介して表示部１０１により表示される。表示部１０１は、ＬＣＤ
等の表示器上に、Ｄ／Ａ変換器２０８からのアナログ信号に応じた表示を行う。Ａ／Ｄ変
換器２０６によって一旦Ａ／Ｄ変換され、メモリ２１０に蓄積されたデジタル信号をＤ／
Ａ変換器２０８においてアナログ変換し、表示部１０１に逐次転送して表示することで、
電子ビューファインダとして機能し、スルー画像表示を行える。
【００１８】
　不揮発性メモリ２１３は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯ
Ｍ等が用いられる。不揮発性メモリ２１３には、システム制御部２０１の動作用の定数、
プログラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述する各種
フローチャートを実行するためのプログラムのことである。
【００１９】
　システム制御部２０１は、デジタルカメラ１００全体を制御する。前述した不揮発性メ
モリ２１３に記録されたプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理を実
現する。２１２はシステムメモリであり、ＲＡＭが用いられる。システムメモリ２１２に
は、システム制御部２０１の動作用の定数、変数、不揮発性メモリ２１３から読み込んだ
プログラム等を展開する。また、システム制御部２０１はメモリ２１０、Ｄ／Ａ変換器２
０８、表示部１０１等を制御することにより表示制御も行う。
【００２０】
　システムタイマー２１１は各種制御に用いる時間や、内蔵された時計の時間を計測する
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計時部である。
【００２１】
　モード切替スイッチ１０３、第１シャッタースイッチ１０２ａ、第２シャッタースイッ
チ１０２ｂ、操作部１０４はシステム制御部２０１に各種の動作指示を入力するための操
作手段である。
【００２２】
　モード切替スイッチ１０３は、システム制御部２０１の動作モードを静止画記録モード
、動画記録モード、再生モード等のいずれかに切り替える。静止画記録モードに含まれる
モードとして、オート撮影モード、オートシーン判別モード、マニュアルモード、撮影シ
ーン別の撮影設定となる各種シーンモード、プログラムＡＥモード、カスタムモード等が
ある。モード切替スイッチ１０３で、静止画撮影モードに含まれるこれらのモードのいず
れかに直接切り替えられる。あるいは、モード切替スイッチ１０３で静止画撮影モードに
一旦切り替えた後に、静止画撮影モードに含まれるこれらのモードのいずれかに、他の操
作部材を用いて切り替えるようにしてもよい。同様に、動画撮影モードにも複数のモード
が含まれていてもよい。第１シャッタースイッチ１０２ａは、デジタルカメラ１００に設
けられたシャッターボタン１０２の操作途中、いわゆる半押し（撮影準備指示）でＯＮと
なり第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を発生する。第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１
により、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイ
トバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作を開始する。
【００２３】
　第２シャッタースイッチ１０２ｂは、シャッターボタン１０２の操作完了、いわゆる全
押し（撮影指示）でＯＮとなり、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を発生する。システ
ム制御部２０１は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２により、撮像部２０５からの信号
読み出しから記録媒体１０９に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理の動作を開始
する。
【００２４】
　操作部１０４の各操作部材は、表示部１０１に表示される種々の機能アイコンを選択操
作することなどにより、場面ごとに適宜機能が割り当てられ、各種機能ボタンとして作用
する。機能ボタンとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプ
ボタン、絞込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタンが押されると
各種の設定可能なメニュー画面が表示部１０１に表示される。ユーザは、表示部１０１に
表示されたメニュー画面と、上下左右の４方向ボタンやＳＥＴボタンとを用いて直感的に
各種設定を行うことができる。
【００２５】
　コントローラホイール１０６は、操作部１０４に含まれる回転操作可能な操作部材であ
り、方向ボタンと共に選択項目を指示する際などに使用される。コントローラホイール１
０６を回転操作すると、操作量に応じて電気的なパルス信号が発生し、このパルス信号に
基づいてシステム制御部２０１はデジタルカメラ１００の各部を制御する。このパルス信
号によって、コントローラホイール１０６が回転操作された角度や、何回転したかなどを
判定することができる。なお、コントローラホイール１０６は回転操作が検出できる操作
部材であればどのようなものでもよい。例えば、ユーザの回転操作に応じてコントローラ
ホイール１０６自体が回転してパルス信号を発生するダイヤル操作部材であってもよい。
また、タッチセンサよりなる操作部材で、コントローラホイール１０６自体は回転せず、
コントローラホイール１０６上でのユーザの指の回転動作などを検出するものであっても
よい（いわゆる、タッチホイール）。
【００２６】
　電源制御部２１４は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成され、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の検出
を行う。また、電源制御部２１４は、その検出結果及びシステム制御部２０１の指示に基
づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体１０９を含む
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各部へ供給する。
【００２７】
　電源部２１５は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ
電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等からなる。記録媒体Ｉ／Ｆ２１６は、メモ
リカードやハードディスク等の記録媒体１０９とのインターフェースである。記録媒体１
０９は、撮影された画像を記録するためのメモリカード等の記録媒体であり、半導体メモ
リや磁気ディスク等から構成される。
【００２８】
　なお操作部１０４の一つとして、表示部１０１に対する接触を検知可能なタッチパネル
を有する。タッチパネルと表示部１０１とは一体的に構成することができる。例えば、タ
ッチパネルを光の透過率が表示部１０１の表示を妨げないように構成し、表示部１０１の
表示面の上層に取り付ける。そして、タッチパネルにおける入力座標と、表示部１０１上
の表示座標とを対応付ける。これにより、あたかもユーザが表示部１０１上に表示された
画面を直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩを構成することができる。システム制御
部２０１はタッチパネルへの以下の操作を検出できる。タッチパネルを指やペンで触れた
こと（以下、タッチダウンと称する）。タッチパネルを指やペンで触れている状態である
こと（以下、タッチオンと称する）。タッチパネルを指やペンで触れたまま移動している
こと（以下、ムーブと称する）。タッチパネルへ触れていた指やペンを離したこと（以下
、タッチアップと称する）。タッチパネルに何も触れていない状態（以下、タッチオフと
称する）。これらの操作や、タッチパネル上に指やペンが触れている位置座標は内部バス
を通じてシステム制御部２０１に通知され、システム制御部２０１は通知された情報に基
づいてタッチパネル上にどのような操作が行なわれたかを判定する。ムーブについてはタ
ッチパネル上で移動する指やペンの移動方向についても、位置座標の変化に基づいて、タ
ッチパネル上の垂直成分・水平成分毎に判定できる。またタッチパネル上をタッチダウン
から一定のムーブを経てタッチアップをしたとき、ストロークを描いたこととする。素早
くストロークを描く操作をフリックと呼ぶ。フリックは、タッチパネル上に指を触れたま
まある程度の距離だけ素早く動かして、そのまま離すといった操作であり、言い換えれば
タッチパネル上を指ではじくように素早くなぞる操作である。所定距離以上を、所定速度
以上でムーブしたことが検出され、そのままタッチアップが検出されるとフリックが行な
われたと判定できる。また、所定距離以上を、所定速度未満でムーブしたことが検出され
た場合はドラッグが行なわれたと判定するものとする。タッチパネルは、抵抗膜方式や静
電容量方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、画像認識方式、光センサ方式
等、様々な方式のタッチパネルのうちいずれの方式のものを用いても良い。
【００２９】
　＜動画再生パネルの表示処理＞次に、図３及び図４を参照して、本実施形態の動画再生
パネルの表示処理について説明する。動画再生パネルは、再生モード時に表示される動画
再生用のパネルであり、動画に対する各種の処理を選択・実行するための操作手段である
。なお、図３及び図４の処理は、不揮発性メモリ２１３に記録されたプログラムを、シス
テムメモリ２１２に読み出してシステム制御部２０１が実行することにより実現する。
【００３０】
　図３において、システム制御部２０１は、再生モードにおける動画再生中に動画再生パ
ネルの表示指示を受け付けると、Ｓ３０１にて動画再生パネルを表示する。
【００３１】
　図５（ａ）は、Ｓ３０１での動画再生パネルの表示例を示している。図５（ａ）におい
て、動画再生パネル５０２の背景には、再生中の動画のフレーム画像５０１（最初はチャ
プター先頭フレーム、その後は一時停止された時のフレーム）が表示されている。動画再
生パネル５０２は画面下部に表示される、ボタン・アイコン群を含んだダイアログからな
り、戻るボタン５１１、動画再生開始を指示する再生ボタン５１２、スロー再生を指示す
るスローボタン５１３、チャプター先頭フレームに戻るための頭出しボタン（戻る）５１
４、押下している間逆方向に再生（巻き戻し）を行う巻き戻しボタン５１５、押下してい
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る間早送りを行う早送りボタン５１６、次のチャプターの先頭フレームを表示させるため
の頭出しボタン（進む）５１７、チャプター消去指示を受け付けるためのチャプター消去
ボタン５１８、動画の前切りまたは後切りを行う画面へ遷移するための編集ボタン５１９
、現在の音量を示し、かつ音量変更操作を受け付けるための音量ボタン５２０を少なくと
も含んでいる。ここで再生ボタン５１２が押下されると、表示されているフレーム画像５
０１の位置から動画の再生が開始され、その後停止指示が無ければ再生開始前に表示して
いたフレーム画像５０１が含まれるチャプターの次以降のチャプターまで動画再生が継続
する。なお、動画再生パネル５０２や後述するチャプター消去ダイアログに含まれる各ボ
タンの表示位置をタッチすること、あるいは各ボタンを操作部１０４に含まれる４方向ボ
タンで選択した状態（フォーカスした状態）でＳＥＴボタンを押下することを、単に「ボ
タンを押下する」と称する。
【００３２】
　Ｓ３０２では、システム制御部２０１は、入力待ちの状態となり、何らかの入力がある
とＳ３０３へ進み、Ｓ３０２での入力が動画再生パネルの終了指示か判定し、終了指示な
らばＳ３０４へ進み、終了指示でないならばＳ３０５へ進む。
【００３３】
　Ｓ３０４では、システム制御部２０１は、動画再生パネルを非表示にして本処理を終了
する。
【００３４】
　Ｓ３０５では、システム制御部２０１は、Ｓ３０２での入力が再生開始指示であるか判
定し、再生開始指示ならばＳ３０６へ進み、動画の再生を開始する。また、Ｓ３０５で再
生開始指示でないならばＳ３０７へ進み、システム制御部２０１は、Ｓ３０２での入力が
チャプター消去指示であるか判定する。
【００３５】
　Ｓ３０７での入力がチャプター消去指示ならばＳ３０８へ進み（第１の受付）、システ
ム制御部２０１は、現在表示しているフレームを含むチャプターを消去するためのチャプ
ター消去ダイアログの表示処理へ移行する。チャプター消去ダイアログ表示処理の詳細に
ついては後述する。
【００３６】
　一方、Ｓ３０７での入力がチャプター消去指示でないならばＳ３０９へ進み、システム
制御部２０１は、Ｓ３０２での入力がフレーム送り指示又はフレーム戻し指示であるか判
定する。そして、フレーム送り指示又はフレーム戻し指示ならばＳ３１０へ進み、システ
ム制御部２０１は、現在表示しているフレームの次又は前のフレームを表示する。その後
、Ｓ３０２へ戻り入力待ちの状態となる。
【００３７】
　一方、Ｓ３０９でフレーム送り指示又はフレーム戻し指示でないならばＳ３１１へ進み
、システム制御部２０１は、その他の処理を実行する。その他の処理とは、スロー再生の
開始や動画の編集モードへの移行等である。
【００３８】
　＜チャプター消去ダイアログの表示処理＞次に、図４を参照して、図３のＳ３０８で実
行されるチャプター消去ダイアログの表示処理について説明する。
【００３９】
　図４において、Ｓ４０１では、システム制御部２０１は、消去対象のチャプターの消去
を実行するかキャンセルするかの選択をユーザに促すためのチャプター消去ダイアログを
表示する。
【００４０】
　図５（ｂ）は、Ｓ４０１でのチャプター消去ダイアログの表示例を示している。図５（
ｂ）において、チャプター消去ダイアログ５０３は、Ｓ３０７でチャプター消去指示が入
力されたときに、図５（ａ）の動画再生パネル５０２から切り換えられて画面下部に表示
される。チャプター消去ダイアログ５０３は、消去を実行する指示を受け付けるＯＫボタ
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ン５２１と、消去をしないでチャプター消去ダイアログ５０３を消去するためのキャンセ
ルボタン５２２とを含んでいる。
【００４１】
　Ｓ４０２では、システム制御部２０１は、Ｓ３０８でチャプター消去ダイアログを指示
されたときに再生中のフレームが含まれるチャプターの先頭フレームの番号を取得する。
【００４２】
　同様にＳ４０３では、システム制御部２０１は、再生中のフレームが含まれるチャプタ
ーの最終フレームの番号を取得する。
【００４３】
　Ｓ４０４では、システム制御部２０１は、現在設定中の動画再生時の音声の音量設定値
をメモリ２１０へ記憶し、Ｓ４０５では音量を０に設定して消音状態にする。ここでは、
図５（ｂ）のチャプター消去ダイアログ５０３とともに、音量設定を示すスピーカ５０４
の音量が０であることを示すマークが画面上部に表示されている。
【００４４】
　Ｓ４０６では、システム制御部２０１は、Ｓ４０２で取得したチャプターの先頭フレー
ムから動画の再生を開始し、Ｓ４０７にて再生処理を続行する。
【００４５】
　図５（ｃ）、（ｄ）は、Ｓ４０７での再生処理中の表示画面を例示している。図５（ｃ
）、（ｄ）に示すように、チャプター消去ダイアログ５０３の背景には、動画の再生フレ
ームが表示されている。動画再生が実行されているため、図５（ａ）の先頭フレーム（Ｓ
３０１）とは異なるフレームが動的に表示される。
【００４６】
　Ｓ４０８では、システム制御部２０１は、動画再生中に入力があったか判定し、入力が
あったならばＳ４０９へと進み、入力がないならばＳ４０７にて再生処理を継続する。
【００４７】
　Ｓ４０９では、システム制御部２０１は、Ｓ４０８での入力がＯＫボタン５２１の操作
、つまりチャプター消去の実行を決定する指示であるか判定する。そして、チャプター消
去の実行を決定する指示ならば（第２の受付）、システム制御部２０１は、動画再生を停
止し（Ｓ４１０）、チャプター消去ダイアログ５０３を非表示にし（Ｓ４１１）、Ｓ４１
２にてチャプター消去の実行中を示す処理中画面を表示する。
【００４８】
　Ｓ４１３では、システム制御部２０１は、消去対象のチャプターを対象の動画ファイル
から消去する。チャプターが消去されると、動画ファイルに残った動画は、消去されたチ
ャプターの前の区間の終わりと、消去されたチャプターの後の区間の先頭が結合された動
画となる（すなわち、消去されたチャプターが中抜きされた動画となる）。チャプター消
去の処理の終了後、Ｓ４０５で消音していた音量設定を、Ｓ４０４でメモリ２１０に記憶
した音量設定値に戻し（Ｓ４１４）、本処理を終了する。
【００４９】
　一方、Ｓ４０９でチャプター消去の実行を決定する指示でないならばＳ４１５に進み、
システム制御部２０１は、Ｓ４０８での入力がチャプター消去の実行をキャンセルする指
示であるか判定する。そして、Ｓ４１５でチャプター消去の実行をキャンセルする指示な
らば、システム制御部２０１は、動画再生を停止し（Ｓ４１６）、チャプター消去ダイア
ログ５０３を非表示にし（Ｓ４１７）、Ｓ４１４にて音量を元の設定に戻して本処理を終
了する。
【００５０】
　一方、Ｓ４１５でチャプター消去の実行をキャンセルする指示でなければ、システム制
御部２０１は、再生中のフレームがチャプターの最終フレームであるか判定する（Ｓ４１
８）。そして、最終フレームであればＳ４０６へ戻り、システム制御部２０１は、再度チ
ャプターの先頭フレームから動画の再生を開始し、最終フレームでなければＳ４０７にて
再生処理を続行する。
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【００５１】
　このようにして、チャプター消去の実行の決定またはキャンセルが指示されるまで、消
去対象となるチャプターの区間（図５（ｂ）～（ｄ））を繰り返し再生することで、ユー
ザは消去される範囲を事前に確認することができる。ここで、動画再生を所定回数だけ繰
り返したならば、再生を停止して所定のフレーム（例えば先頭フレーム）を表示するよう
にしてもよい。また、消去対象のチャプターの区間が所定時間以上の場合には先頭フレー
ムから最終フレームまでの再生に時間がかかるため、フレームを間引いて再生してもよい
。こうすることで、ユーザは消去される範囲を素早く把握することができる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、チャプター消去ダイアログ５０３が表示されてから消去対象の
チャプターの区間を再生しているが、チャプター消去ダイアログに対する指示が可能とな
った時点で、消去対象のチャプターの区間の再生を開始してもよい。この場合、動画再生
パネル５０２にてチャプター消去ボタン５１８がフォーカスされ、チャプター消去ダイア
ログに対する指示が可能となった時点で、再生中のフレームを含むチャプターを消去対象
として、そのチャプターの区間の再生を開始することになる。
【００５３】
　本実施形態の動画はチャプター情報を含む動画であり、このチャプター情報は再生モー
ド時に付与することも可能であるが、動画撮影時にチャプター情報付与手段により自動的
にチャプター情報を付与する構成としてもよい。
【００５４】
　上記の処理は、デジタルカメラ１００で静止画を撮影する度に、静止画撮影直前の所定
時間分の動画を１つの動画ファイルに追記していくことによりできたダイジェスト動画に
適用するとより好適である。このようなダイジェスト動画には、複数の静止画が関連付い
ている。また、各静止画に対応するチャプターが連結された動画となっている。デジタル
カメラ１００での再生モードでは、静止画を閲覧している際に、閲覧している静止画がダ
イジェスト動画に関連付いた静止画であった場合に、対応するダイジェスト動画の対応す
るチャプターにジャンプできる。すなわち、ダイジェスト動画に関連した静止画を表示し
た状態から特定の１回の操作が行われると、システム制御部２０１は、関連するダイジェ
スト動画の対応するチャプターを表示させ、図５（ａ）の表示状態とする。このときの背
景画像は閲覧していた静止画に対応するチャプターの先頭フレームとなる。このように、
静止画を表示した状態から対応するチャプターにジャンプした場合は、動画の先頭フレー
ムから再生や早送り／巻き戻しなどをして辿りついたわけではないので、表示しているチ
ャプターの内容をユーザが一度も見たことが無い可能性がある。そのため、チャプターを
消去をするための操作があった場合に、本実施形態のように消去ダイアログの背景で消去
対象のチャプターの区間を再生し、どのような区間が消去対象になっているのかをユーザ
に通知することが特に必要で効果的である。逆に、動画を再生や早送り／巻き戻ししてか
ら消去ダイアログを表示させた場合には、消去対象となっているチャプターの内容をユー
ザが見たことがあって知っている可能性が高い。そのため、動画を再生や早送り／巻き戻
ししてから消去ダイアログを表示させた場合には、本実施形態のような背景でのチャプタ
ー区間の再生を行わないようにしても良い。
【００５５】
　なお、システム制御部２０１の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハ
ードウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
【００５６】
　また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発
明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、
各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００５７】
　また、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にし
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て説明したが、これはこの例に限定されず、複数のチャプターに区分された一連の動画を
再生し、編集可能な装置であれば適用可能である。すなわち、本発明はパーソナルコンピ
ュータやＰＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビューワ、ディスプレイを備えるプリンタ
装置、デジタルフォトフレーム、音楽プレーヤー、ゲーム機、電子ブックリーダーなどに
適用可能である。
【００５８】
　［他の実施形態］
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち上述した実施形態の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記憶媒体を介してシ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰ
Ｕ等）がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム
、及び該プログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【図１】 【図２】
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【図５】
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